
酒 類 等 製 造 免 許 の 新 規 取 得 者 名 等 一 覧

免許等

区分

世田谷 令和6年4月1日 令和5年7月7日

法人番号1010905000753
学校法人昭和女子大学
昭和女子大学二号館２Ｌ０
９　微生物学実験室

世田谷区太子堂１丁目７番５７号　２
号館２階２Ｌ０９及び３階３Ｌ０９

試験免
許

果実酒 新規

世田谷 令和6年4月1日 令和5年11月30日

法人番号1010905000753
学校法人昭和女子大学
昭和女子大学二号館２Ｌ０
９　微生物学実験室

世田谷区太子堂１丁目７番５７号　２
号館２階２Ｌ０９及び３階３Ｌ０９

試験免
許

その他の
醸造酒

新規

八王子 令和6年4月22日 令和6年2月16日

法人番号5010401128938
リバティーン株式会社
OLD BOYS BREWING

八王子市横山町１０番１４号　綱代園
南ビル１階

酒類 ビール 移転

八王子 令和6年4月22日 令和6年2月16日

法人番号5010401128938
リバティーン株式会社
OLD BOYS BREWING

八王子市横山町１０番１４号　綱代園
南ビル１階

酒類 発泡酒 移転

（注）氏名又は名称等については、常用漢字による表示をする場合があります。

処理区分

令和6年5月31日
東京国税局

 　当局管内の東京都における、令和6年4月1日から令和6年4月30日までの酒類等製造免許の取得者等は次のとおりです。

税務署名 免許等年月日 申請等年月日 製造者氏名又は名称 製　造　場　所　在　地 品目


